
秋田県環境負荷低減事業活動実施計画認定等要領 新旧対照表

新 旧

秋田県環境負荷低減事業活動実施計画認定等要領 秋田県環境負荷低減事業活動実施計画認定等要領

制定 令和５年３月10日 農林―３３４２ 制定 令和５年３月10日 農林―３３４２
一部改正 令和７年４月１日 水田－２４９ 一部改正 令和７年４月１日 水田－２４９
一部改正 令和７年８月１日 水田－９１３ 一部改正 令和７年８月１日 水田－９１３
一部改正 令和７年10月８日 水田―１３９４

環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動
の促進等に関する法律（令和４年法律第37号。以下「法」という。）第19 の促進等に関する法律（令和４年法律第37号。以下「法」という。）第19
条第１項に規定する環境負荷低減事業活動実施計画及び法第21条第１項に 条第１項に規定する環境負荷低減事業活動実施計画及び法第21条第１項に
規定する特定環境負荷低減事業活動実施計画（以下「実施計画等」という。） 規定する特定環境負荷低減事業活動実施計画（以下「実施計画等」という。）
の認定等については、法並びに環境と調和のとれた食料システムの確立の の認定等については、法並びに環境と調和のとれた食料システムの確立の
ための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則（令和４年農 ための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則（令和４年農
林水産省令第42号。以下「省令」という。）、環境負荷低減事業活動の促 林水産省令第42号。以下「省令」という。）、環境負荷低減事業活動の促
進及びその基盤の確立に関する基本的な方針（令和４年農林水産省告示第 進及びその基盤の確立に関する基本的な方針（令和４年農林水産省告示第
1412号。以下「基本方針」という。）及び環境負荷低減事業活動の促進等 1412号。以下「基本方針」という。）及び環境負荷低減事業活動の促進等
に関するガイドライン（令和７年10月１日７環バ第283号。以下「ガイド に関するガイドライン（令和７年３月28日６環バ第419号。以下「ガイド
ライン」という。）によるほか、この要領によるものとする。 ライン」という。）によるほか、この要領によるものとする。

第１～第２ 略 第１～第２ 略

第３ 実施計画の認定 第３ 実施計画の認定
（１） 略 （１） 略
（２）第２の申請書を受理した地域振興局長又は水産漁港課長は、当該申 （２）第２の申請書を受理した地域振興局長又は水産漁港課長は、当該申

請に係る環境負荷低減事業活動に法第19条第６項に規定する流通合理 請に係る環境負荷低減事業活動に食品等の流通の合理化（法第19条第
化事業活動が含まれるときは、別記様式第７号により、農林水産部長 ６項に規定する「食品等の流通の合理化」をいう。）が含まれるとき
に進達しなければならない。この場合において、農林水産部長は、同 は、別記様式第７号により、農林水産部長に進達しなければならない。
項の規定により東北農政局長に協議し、同意を得るものとする。 この場合において、農林水産部長は、同項の規定により東北農政局長

に協議し、同意を得るものとする。
（３） 略 （３） 略

第４～第８ 略 第４～第８ 略



新 旧

別記様式第１号 略 別記様式第１号 略

別記様式第１号別表１ 別記様式第１号別表１



新 旧



新 旧

別記様式第１号別表３～別表５－２ 略 別記様式第１号別表３～別表５－２ 略



新 旧



新 旧



新 旧



新 旧



新 旧



新 旧

別記様式第１号別表７－１～別表８ 略 別記様式第１号別表７－１～別表８ 略



新 旧

別記様式第２号 略 別記様式第２号 略

別記様式第２号別表１ 別記様式第２号別表１



新 旧



新 旧

別記様式第２号別表３～別表５－２ 略 別記様式第２号別表３～別表５－２ 略



新 旧



新 旧



新 旧



新 旧



新 旧



新 旧

別記様式第２号別表７－１～別表８ 略 別記様式第２号別表７－１～別表８ 略



新 旧

別記様式第３号 略 別記様式第３号 略



新 旧



新 旧

別記様式第７号～２０号 略 別記様式第７号～２０号 略


